
 

様式第13号（第24第２項） 

 

見積業者選定経過書 

 

１ 業務名 
プルーンのスタンプラリーイベント及び生食プルーンの魅力

発信業務 

２ 応募者数 ２者 

３ 評価会議の構成 

座長 

構成員 

５名 

座長   佐久地域振興局長 

構成員 佐久地域振興局副局長 

    佐久地域振興局  

佐久農業農村支援センター所長 

商工観光課長 

佐久農業農村支援センター技術経営普及課技師 

４ 選定基準 別紙のとおり 

５ 選定結果 

選定された者 

評価点集計結果（点数） 

評価点集計結果（順位） 

 

有限会社ｹｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｴﾌｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ 

79点 

１位 

６ 企画提案を求める具体的

内容 

プルーンのスタンプラリーイベント及び生食プルーンの魅力発

信に係る企画、広報、運営等 

（１）業務の実施内容 

ア.企画構想 

（２）業務の実施体制 

ア.業務の運営体制 

イ.実施スケジュール 

（３）業務履行の確実性 

ア.類似業務の実績等 

（４）業務に関する経費 

７ 企画提案で評価された点 
「業務の実施内容」について、佐久地域内外問わず多くの人

に参加してもらえる企画内容が特に高い評価を得た。 

８ 総合的判断 

企画提案書評価会議で最も高い得点を獲得した有限会社ｹｰ･ｱ

ﾝﾄﾞ･ｴﾌｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽを最も優れた提案を行った者として見積

業者に選定する。 

 



 

 

企画提案の選定基準 

 

項目 評価内容 配点 

１．業務の実施内容 

・業務の目的、発注仕様書の内容を満たした提案とな

っていること。 

・佐久地域のプルーンやスイーツへの関心が高まる企

画内容であること。 

・イベントには幅広い年代が参加しやすく、佐久地域

内外問わず多くの人に参加してもらえる企画内容で

あること。 

・イベント後もケーキ店、農園、直売所に足を運んで

もらえたり、プルーンへの関心が続いたりと、事業

後も効果が見込まれる企画内容であること。 

・イベント及び生食プルーンの認知度向上に係る広報

（周知方法等）が効果的な提案であること。 

・佐久地域内外に問わず、多くの人が生食プルーンを

知ることができる提案であること。 

・提案に独自性があり、業務の目的の効果を高めるた

めの工夫が盛り込まれていること。 

60 点 

２．業務の実施体制 

・業務が適切に行われる体制であること。 

・委託者等との連絡調整、報告等を適切に行える体制

になっていること。 

・実施スケジュールが現実的であること。 

15 点 

３．業務履行の確実性 

・委託業務を適切に実施できるノウハウが十分にある

こと。 

・類似業務の履歴実績を有していること。 

15 点 

４．業務に関する経費 
・効率的な費用となっており、当該業務を実施するの

に妥当なものとなっていること。 
10 点 

 

 

 


